
　中小企業の経営合理化を図るため、新規に償却
資産を取得したものに対し、補助を受けられる制
度です。
※平成26年度から必要な申請書類が変わります。
対象　次の①～④のすべてに該当する事業者
①次のいずれかに該当している

②市内に工場または事業所を有している
③税の滞納がない
④県信用保証協会の信用保証除外業種（風俗営業、
　農業、漁業など）に該当しない

とき　３月22日㈯～４月13日㈰
ところ　明石公園、中山神明社、応仁寺、矢作川
桜づつみ
内容　夜間ボンボリ照明あり（矢作川桜づつみを
除く会場）
問合せ　商工課内観光協会

笑顔咲く！春の落語会in応仁寺
　観光協会マスコットキャラクタ
ー「しょうぶー」がやってきます。
イベントや屋台（しょうぶーグッ
ズの販売あり）もあります。
とき　４月６日㈰　10時～15時
※落語会は13時開演（12時受付開
始）です。
ところ　応仁寺（油渕町）

対象設備　次のすべてに該当すること
・平成25年１月２日～26年１月１日までに取得し
　たもの
・市の償却資産課税台帳に登録されているもの
・取得価額の総額が次に該当するもの
　小売・サービス業　30万円以上
　卸売業・そのほかの業種　100万円以上
補助金額　償却資産の総取得価額の２％（上限50
万円）
申請書類　申請書、請求書、
償却資産申告書および種類
別明細書の写し、申請日か
ら30日以内に発行された市
税の完納証明書、チェック
表
申込み　４月１日㈫～９月30日㈫（必着）までに
商工課労政観光係
※申請書および請求書は市ホームページからダウ
ンロードできます。

出演　桂ぽんぽ娘、林家染吉、愛知教育大学落語
研究会

料金　１席500円（限定100席）
チケット　商工課で発売中

志貴毘沙門天春季大祭
とき　４月３日㈭
ところ　妙福寺（志貴町）
問合せ　妙福寺　☎(41)0200

△桂ぽんぽ娘 △林家染吉

償却資産の新規取得補助制度

事業者 規模

小売業 資本金5,000万円以下または従業員
50人以下

サービス業 資本金5,000万円以下または従業員
100人以下

卸売業 資本金１億円以下または従業員100
人以下

そのほかの 
業種 

資本金３億円以下または従業員300
人以下

桜まつり

観光協会からのお知らせ
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